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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社は、グループの持つ経営資源とノウハウを有効活用し、店舗展開力と業態開発力の融合による新たな価値創造を最大限発揮できる体

制を確立することで、企業価値・株主価値の最大化を推進し、多様化したお客様の心の奥底にある期待感に応えることのできる「外食業界

における日本一のエクセレント・リーディングカンパニー」の地位確立を目指しております。そのため長期的、継続的な企業価値の最大化を

図る上で、コーポレート・ガバナンスの強化が重要な経営課題であると認識しております。

当社グループは、持株会社のもとに事業を展開する事業会社を置く体制をとっております。持株会社である当社はグループの一元的なガバ

ナンスの中心にあって、グループ全体の最適化を図るための、企画・運営・管理等を行い、グループ全体の経営を統括することにより、株主

をはじめ全てのステークホルダーにとっての企業価値最大化に努めております。

当社ではコーポレート・ガバナンスのより一層の強化を図る目的から、社外取締役制を導入するとともに、取締役の任期を1年といたしており

ます。

有価証券報告書提出日現在において、社外取締役2名を含む10名から構成される取締役会が、業務執行に対する適切な監督機能を発揮

するとともに、経営効率の維持・向上に努めており、社外監査役2名を含む4名から構成される監査役会が経営を監視し、その健全強化に努

めております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

原則1-4　政策保有株式

当社は政策保有としての上場会社株式等を保有しておりませんが、純投資としての上場会社株式等を保有しております。しかし、今後業務提携等
事業活動上の必要性を勘案し、当社グループの中長期的な企業価値向上に資すると判断する場合には株式を保有することを方針としておりま
す。なお、政策保有株式に係る議決権は、議案の内容を個別に検討し当社グループおよび投資先企業双方の中長期的な企業価値の向上に資す
るか否かを判断して行使します。

原則3-1　情報開示の充実 (1)経営理念等や経営戦略

当社グループの経営理念や経営戦略は、株主総会招集通知、事業報告書、有価証券報告書、ホームページ等で公開しております。

経営理念は「お客様に喜びと満足、やすらぎと活力を提供すること」「食文化の創造と紹介を通じて社会に貢献する」を柱に、「常に最高の品質を
追求し、本物志向にこだわる」「おいしさとは人の感動を呼び起こすものでなければならない」を理念としております。そして当社グループの持つ経
営資源とノウハウを有効活用し、店舗展開力と業態開発力の融合による新たな価値創造を最大限発揮できる体制を確立して、企業価値・株主価
値の量大化を推進し、多様化したお客様の心の奥底にある期待感に応えることのできる「外食業界における日本一のエクセレントリーディングカン
パニー」の地位確立を目指しております。

　　中長期的な経営戦略として、次の施策を重点的に行ってまいります。

　　1.既存事業の再強化（既存店の強化、ブランド価値向上）

　　2.効率化の徹底（不採算店舗の閉鎖、業態転換の促進、イニシャルコストの低減）

　　3.新規出店（出店候補地の厳選、新規出店の拡大促進）

　　4.シナジー効果の拡大（資材・食材の効率的な調達によるコスト削減、複合店・併設店・新業態の開発）

　　5.成長戦略の一環としてM＆Aによる事業拡大

　　6.成長機会が最も高いアジア市場を中心とするグローバル展開

　　7.内部統制強化によるガバナンス体制の確立とコンプライアンス遵守

原則1-3　資本政策の基本的な方針　　　原則4-1-2　中期経営計画　　　原則5-2　経営戦略や経営計画の策定・公表

　　当社の主力でありますコーヒーの焙煎・製造・販売は、コーヒー豆の国際取引相場の変動や外国為替の変動により業績に影響を及ぼす可能性
があり利益面の振れ幅も大きいことから、ROEをはじめ中期経営計画数値の公表は差し控えておりますが、原則3-1(1)で説明しました通り

中長期的な経営戦略の施策に取り組んでまいります。

　　配当につきましては、業績に応じた配当を基本にしつつ、企業体質の一層の強化と今後の事業展開に備えるための内部留保を勘案し、配当性
向20％から30％を目処に利益還元を行うことを基本方針としており、また自己株式取得については必要に応じ機動的に対応してまいります。

原則4-1-3　最高経営責任者等の後継者計画の監督

　　最高経営責任者の後継者計画については、重要な経営課題と認識しております。当社にとりまして最適な計画の策定および取締役会における
当該計画の監督方法について今後検討してまいります。

原則4-2-1　中長期的業績連動報酬と現金報酬と自社株報酬の割合

　　取締役の報酬は、固定報酬と業績等により変動する役員賞与によって構成しており、中長期的な業績と連動する報酬および自社株報酬は設
定しておりません。今後、役員報酬におけるインセンティブの在り方や業績との連動性の強化についての議論を継続してまいります。

原則4-8-2　筆頭社外取締役の決定

　　社外取締役2名だけの会合や社外取締役のなかで筆頭者の設定は行っておりませんが、今後も代表取締役、社外監査役や監査役会との会
合・連携など実施し検討してまいります。

原則4-10　任意の諮問委員会の設置



　　今後、社外取締役2名と代表取締役で構成する指名・報酬委員会等の設置や、社外取締役が意見を述べる機会等を検討してまいります。

原則4-11-1　取締役会全体の知識・経験・能力と取締役と選任に関する方針・手続

　　当社の取締役会は定款に定める12名以内の適切な員数の取締役（任期1年）で構成し、中核事業会社であるドトールコーヒーと日本レストラン
システムの代表取締役と、同社の店舗営業部門、工場部門、海外営業部門、財務部門等を担当する取締役と、取締役会の監督機能を向上し、そ
の実効性を確保するため、当社株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を有している複数名の社外取締役で構成しております。

　　監査役会は、定款に定める6名以内の適切な員数の監査役（任期4年）で構成し、会社法の規定に基づき常勤監査役を選定するほか当社株主
と利益相反が生じるおそれがない独立性を有している半数以上の社外監査役で構成しております。また、常勤監査役は財務会計に関する適切な
知見を有する者としております。

　　そして取締役候補は取締役会で審議して、監査役候補は監査役会で審議して取締役会で報告し、いずれも最終的に取締役会で株主総会議案
として決定しております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

原則1-7　関連当事者の取引

　　当社は取締役会規則において、取締役と当社間の取引および取締役に係る利益相反取引と関連当事者取引と主要株主等との取引の場合は
取締役会の承認が必要なことを定めております。

原則3-1(2)

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針

　　当社グループは、持株会社のもとに事業を展開する事業会社を置く体制をとっております。持株会社である当社は、グループ全体の最適化を
図るための、企画・運営・管理等を行い、グループ全体の経営を統括することにより、株主をはじめ全てのステークホルダーにとっての企業価値最
大化に努めております。

　　当社ではコーポレート・ガバナンスのより一層の強化を図る目的から、平成19年10月持株会社設立時より社外取締役2名体制を導入するととも
に、取締役の任期を1年としております。現在、社外取締役2名を含む10名から構成される取締役会が業務執行に対する適切な監督機能を発揮す
るとともに、経営効率の維持・向上に努めており、社外監査役2名を含む4名から構成される監査役会が経営を監視し、その健全性強化に努めて
おります。

(3)取締役の報酬の決定の方針と手続

　　当社の取締役の報酬等は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、取締役会で承認された方法により決定しております。個々の
報酬については会社業績および会社経営における個々の取締役の貢献度に応じ決定しております。また役員賞与は担当部門等の経常利益達成
度合により役員賞与の案を策定し、事業年度ごとに株主総会決議を経た後、取締役会の承認を得て決定しております。

(4)取締役・監査役候補の指名の方針と手続

　　取締役候補については、豊富な経験や専門的な知識、経営判断能力・人格を前提として、重要な業務執行者や主要な事業会社の責任者など
を担う者を指名しております。

　　監査役候補については、会社の業務執行の適法性や妥当性を的確に監査するための人格・見識、専門的な能力および高い倫理観を有する者
を指名しております。

　　取締役候補は取締役会で審議し、監査役候補は監査役会で審議して取締役会で報告し、最終的には取締役会において株主総会議案として決
定しております。

(5)経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名についての説明

　　候補者指名の理由については第9期定時株主総会招集通知参考書類に記載しております。

原則4-1-1　経営陣に対する委任の範囲

　　当社グループは、取締役会規則、経営会議規程、職務権限規程において、子会社を含め、業務執行取締役および幹部社員の業務に係る決定
権限を定め、適切な役割分担と連携を確保しております。

原則4-8　独立社外取締役の有効な活用

　　当社は平成19年の経営統合より、社外取締役2名選任体制を継続しております。社外取締役は東京証券取引所の独立基準を基に選任してお
ります。そして事業会社の重要な会議への出席や事業会社の店舗・製造工場の視察等を行い情報交換・認識共有を図り、当社取締役会において
意見を述べております。

原則4-9　独立社外取締役の独立性判断基準および資質

　独立社外取締役の基準は、

1.東京証券取引所が定める独立役員の基準を満たしていること

2.当社連結売上高または相手方の連結売上高の1%を超える当社グループの販売先または仕入先等を主要な取引先として運用する業務執行者で
ない者

3.議決権ベースで１％以上を保有する株主またはその業務執行者でない者

4.誠実な人格で高い見識と能力を有し広範な知識と経験、出身分野における実績を有すること

5.当社グループの企業理念を理解していただけること

の5点です。

原則4-11-2　社外取締役・社外監査役の兼任状況

　社外取締役・社外監査役の兼任状況は、社外取締役の河野取締役が当社グループ外の会社１社で社外取締役を兼任しております。第9期定時
株主総会招集通知参考書類に記載しております。

原則4-11-3　取締役会全体の実効性

　　当社は、取締役会の実効性について、各取締役と各監査役に対して、アンケートによる自己評価を行いました。その結果、当社取締役会では、
取締役会の開催時期・頻度・審議項目および議事運営については、その支援体制を含めた構成メンバーもバランスが取れ適切であるとの評価か
ら、取締役会は全体として実効的に機能していると判断いたしました。



原則4-14-2　トレーニング方針の開示

　　当社の取締役・監査役は顧問弁護士からコーポレート・ガバナンスに関する指導を受けることとしております。また取締役、監査役はコーポレー
ト・ガバナンスに関する証券代行等セミナーを、適宜受講することとしております。今後も継続的に専門家からのセミナー等を受講することとしてお
ります。

原則5-1　株主との建設的な対話に関する方針

　　当社グループは株主・投資家・お客様・取引先等のステークホルダーに対して適切に企業情報を開示し、長期的な信頼関係を構築し、会社法、
金融商品取引法、東京証券取引所適時開示ルール等に則り、企業価値が適正に評価されることを目指し適時開示をすることとしております。

　　IR体制については専任の広報IR部を設け、総務部、経理部等関係部署と連携して適切な情報開示に努めることとしております。

　　株主・投資家との対話については、四半期ごとにアナリスト向け決算説明会で代表取締役が決算内容を説明して質疑回答しています。また広
報IR部長がIR活動を行いスモールミーティングへの出席や個別面談または電話での取材に対して可能な限り対応することとしております。

　　これらのIR活動を通じて寄せられた課題・意見等については取締役や関係部署にフィードバックして、経営の改善に役立てております。

インサイダー情報の管理については当社グループ規程の「内部者情報等の管理に関する規程」に則り、全役職員に情報管理等を周知徹底してお
り、合わせて四半期ごとの決算締日から決算発表日までは関係部署役職員等の当社株式売買禁止についての通達をすることとしております。

２．資本構成

外国人株式保有比率 20%以上30%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

大林　豁史 6,759,200 13.36

株式会社マダム・ヒロ 3,732,318 7.37

株式会社バードフェザーリンク 3,300,000 6.52

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 1,535,100 3.03

鳥羽　博道 1,430,000 2.83

日本たばこ産業株式会社 1,320,000 2.61

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 1,073,600 2.12

鳥羽　豊 832,900 1.65

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口９） 806,400 1.59

クレディ・スイス・セキュリティーズ（ユーエスエー）エルエルシー　エスピーシーエル．フォーイー
エックスシーエル．ビーイーエヌ

661,143 1.31

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 第一部

決算期 2 月

業種 小売業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 1000億円以上1兆円未満



直前事業年度末における連結子会社数 10社以上50社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 12 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 会長（社長を兼任している場合を除く）

取締役の人数 10 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 2 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

河野 雅治 他の会社の出身者

大塚　東 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

河野 雅治 ○ ―――

河野雅治氏は、外務省出身者であり、長年
培ってきたグローバルな知見と人脈そして豊富
な海外経験を生かし、当社の海外展開におい
て有益なアドバイスをいただくため。a～ｊのいず
れにも該当しておらず、一般株主と利益相反の
生じるおそれがないと判断して、独立役員とし
て指定しております。

大塚　東 ○ ―――

大塚東氏は、金融機関での実績や企業経営者
としての豊富な経験と幅広い見識を有してお
り、有益なアドバイスをいただくため。a～jのい
ずれにも該当しておらず、一般株主と利益相反
の生じるおそれがないと判断して、独立役員と
して指定しております。



指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

なし

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 6 名

監査役の人数 4 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

常勤監査役を中心に互いに連携し、会社の内部統制状況を日常的に監視するとともに、決算期において監査法人から提出される調査報告

書を受け、社外監査役を含めた監査役会にて審議しております。

また、監査役は監査上必要に応じて監査法人と会合または質疑応答を行っており、情報の共有を図っております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 2 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

梶川　浩 他の会社の出身者 △

浅井　廣志 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由



梶川　浩 ○

梶川　浩氏は丸紅食料株式会社代表取

締役社長として業務執行者を務めてい

ましたが平成16年４月に退任しており、

退任以降は同社の業務執行に携わって

おりません。同社は当社グループの仕入

取引先でありますが当社グループの仕

入高に占める同社との間の取引額の割

合は3％未満です。

食品会社の経営者としての長年培ってきた

豊富な経営経験と業界知識を積んでおり、当

社取締役会に有益な助言をいただくととも

に、経営執行等の適法性について中立的な

監査をしていただくため。当社グループの仕

入取引先である丸紅食料株式会社の出身で

ありますが、退任後相当期間が経過してお

り、また当社グループの仕入高に占める同社

との間の取引額の割合は3％未満です。　a

～i・k・lに該当しておらず、一般株主と利益相反
を生じるおそれがないものと判断して、独立役
員として指定しております。

浅井　廣志 ○ 該当する事項はありません。

浅井廣志氏は、運輸省（現　国土交通省）に於
ける各分野において重要ポストを歴任されてお
り、また企業経営者としても豊富な経験と幅広
い見識を有しております。それら経験を活かし
当社の監査体制強化に努めていただくため。
a～ｌのいずれにも該当しておらず、一般株主と
利益相反の生じるおそれがないと判断して、独
立役員として指定しております。

【独立役員関係】

独立役員の人数 4 名

その他独立役員に関する事項

―――

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

実施していない

該当項目に関する補足説明

報酬以外のインセンティブ付与は現状必要ないため実施していません。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

有価証券報告書・事業報告に取締役・監査役別に総額を記載しています。

報酬の額又はその算定方法の決定方針

の有無
あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

平成２９年２月に係る取締役の報酬総額は、取締役１２名に２億７５百万円（うち社外取締役２名に９百万円）です。

同じく監査役の報酬総額は、監査役５名に２５百万円（うち社外監査役２名に７百万円）です。

平成２０年５月２９日第１期定時株主総会において、取締役の報酬額は３億６千万円以内に、監査役の報酬額は１億２千万円以内と

決定しています。

各取締役の報酬は、取締役会において役職・業績等を勘案して決定しています。

各監査役の報酬は、監査役会の協議により決定しています。



【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

社外取締役・社外監査役のサポート体制は、事務局であります総務部と、内部監査室が行っています。社外取締役・社外監査役に対して

は、必要に応じて資料の配布、情報提供等を行っております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

1.　取締役・取締役会（監督機能）

当社は、持株会社体制のもとで、取締役会は10名で構成され、うち2名は社外取締役であります。取締役会は、毎月1回開催のほか、必要

に応じて随時開催し、重要業務執行について審議・決定するほか、職務執行状況を監督する場として、十分な議論と時宜を得た意思決定を

図っております。

2.　経営体制（業務執行機能）

当社は、業務執行に関しましては、意思決定の迅速化の観点から、会長、社長およびおよび取締役会の主要メンバーからなる経営会議を

設置し、当社および当社グループ会社の業務執行に関する重要事項を協議し、運営してまいります。

投融資・グループシナジー委員会は、投融資案件の検討や各事業会社のシナジーを高める施策の検討を行い、取締役会、経営会議に付議

します。その他の委員会としては、代表取締役から任命された取締役がリスク・コンプライアンス委員会を適宜開催し、グループ全体のリスク

を想定・検討するとともに、コンプライアンスに関する方針や施策の検討を行い、重要な内容については取締役会に報告しております。

3.　監査役・監査役会（監査機能）

当社は、監査役制度を採用し、社外監査役2名を含む4名で監査役会を構成しております。監査役は、取締役会に出席し、必要に応じて担当

部署に対するヒアリングや報告を受けるほか、経営会議内容の把握などを実施し、経営全般および個別案件に関して取締役の業務執行を

監査することとしております。また監査法人や内部監査室との情報交換を適宜行います。

内部監査については、内部監査室（現在3名体制）を設置し、年度ごとに作成する「監査計画」に基づき、当社、子会社、および孫会社の内部

監査を実施し、また内部統制を実施し、モニタリングを行い、事業活動の適切性・効率性の確保を図ってまいります。

会計監査については、有限責任あずさ監査法人を選任しており、会社法における計算書類および金融商品取引法における財務書類の監査

を依頼しております。

4. 社外取締役・社外監査役（独立役員）

当社は取締役会におきまして社外取締役２名と社外監査役２名が決議事項・報告事項について取締役に対して適宜意見や質疑を述べてお

り、監査役会におきましても社外監査役２名が子会社等各取締役会の監査について常勤監査役に対して適宜意見や質疑を述べておりま

す。

独立役員のセミナーや講演録、その他ガバナンス資料などを社外取締役、社外監査役が情報共有して、月１回の監査役会では内部監査室

長が社外監査役にグループ会社等の監査状況の報告をして情報共有をしています。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社グループは持株会社のもとに事業を展開する事業会社を置く体制をとっております。持株会社である当社はグループの一元的なガバナ

ンスの中心にあって、グループ全体の最適化を図るための、企画・運営・管理等を行い、グループ全体の経営を統括することにより、株主を

はじめ全てのステークホルダーにとっての企業価値最大化に努めております。

当社ではコーポレート・ガバナンスのより一層の強化を図る目的から、社外取締役制を導入するとともに、取締役の任期を１年といたしており

ます。社外取締役２名を含む10名から構成される取締役会が、業務執行に対する適切な監督機能を発揮するとともに、経営効率の維持・向

上に努めており、社外監査役２名を含む４名から構成される監査役会が経営を監視し、その健全化に努めております。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送 ２０１７年株主総会は株主総会の２３日前に招集通知を発送をしました。

集中日を回避した株主総会の設定 会場予定日を確認して集中日にならないように準備しています。

電磁的方法による議決権の行使
当社の指定する議決権行使サイトにて、インターネットによる議決権行使を受けておりま
す。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

機関投資家向け議決権行使プラットフォームに参加し、投資家の利便性を考慮しておりま

す。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表
情報開示の基準やIR機会の充実などに関して、ディスクロージャー・ポリシ

ーを策定し、ホームページで開示しております

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

代表取締役会長と代表取締役社長が出席して四半期ごとの説明会を実施

しています。
あり

IR資料のホームページ掲載
決算短信、決算説明会資料、月次報告書、リリース等を適時開示しており

ます

IRに関する部署（担当者）の設置 専任担当を設置しており、ご質問等に対応しております

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

企業理念や経営理念において、お客様、株主様、取引先様、従業員の期待にバランスよく

応えながら企業価値を高め、社会に貢献することを表明しております。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施 環境方針を策定しております。ホームページにおいて活動状況を開示しております。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

情報開示の基準やIR機会の充実などに関して、ディスクロージャー・ポリシーを策定し、
ホー

ムページで開示しております

その他

当社グループの女性社員の管理職につきましては、女性役員が１名と子会社で１名、女性
社員の管理職が子会社で３５名であります。特にサービス業である中で女性の繊細な感性
が有効に活かせることが多々有ります。今後も男女に関係なく優秀な幹部候補を育成して
まいります。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社並びに当社グループでは、全ての役員および従業員が適正な業務を行うための体制を整備し、運用していくことが重要な経営の責務で

あると認識し、「内部統制システム構築の基本方針」を定めております。その基本的な考え方は以下のとおりであります。

1.当社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

（1）当社取締役会は法令等遵守（以下「コンプライアンス」という）のための体制を含む内部統制システムの整備方針・計画について決定するととも
に、当社及び当社子会社（以下「当社グループ」という。）の状況について定期的に状況報告を受ける。

（2）当社監査役は、独立した立場から、内部統制システムの整備・運用状況を含め、当社グループ取締役の職務執行を監査する。

（3）当社内部監査室は、当社グループの内部統制システムが有効に機能し、運営されているか調査し、整備方針・計画の実行状況を監視する。
調査結果は、当社代表取締役社長に報告する。

（4）当社代表取締役社長は、当社グループ取締役の中からコンプライアンスを推進する責任者を任命し、グループ全体のコンプライアンス体制の
整備及び問題点の把握に努めるとともに当社グループの取締役及び使用人のコンプライアンス教育を推進し、意識の維持・向上に努める。また、
任命を受けた当社グループ取締役は、重要な問題を随時取締役会に報告する。

（5）当社グループは、健全な会社経営のため、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切関わりを持たず、これら反社会的勢
力に対しては、警察等の外部専門機関と緊密に連携し、全社を挙げて毅然とした態度で対応する。

2.当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社の取締役会にて経営に重大な影響を及ぼすリスクをトータルに認識、検討するとともに想定されるリスクについては、当社グループ各社

の責任者が研修や会議を通じて具体的なリスク管理対応策を検討、実施する。

　また、当社グループにおいて認識された事業運営上のリスクのうち、重要な内容については、対応方針を取締役会において決定し、各関係責任
者がこれを実行することでリスクの発生を防止する。

　なお、重大な不測事態が発生し、または発生するおそれが生じた場合、当社代表取締役社長を本部長とする対策本部を設け迅速に対応し、事
態の早期収拾に努めるとともに、原因追求を行い再発防止に努める。

3.当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

取締役会を経営方針、法令に定められた事項やその他経営にに関する重要事項を決定するとともに業務執行状況を監督する機関として、

定例で月１回開催し、必要に応じて臨時取締役会を招集する。取締役会の機能をより強化し経営効率を向上させるため、当社グループ取締役が
出席する経営会議を毎月１回開催し、業務執行に関する基本的事項及び重要事項に係る意思決定を機動的に行う。

当社グループ取締役の職務権限、担当業務に関しては、当社グループ各社において、取締役会規程、職務権限規程等に基づき明確にし、会社の
機関相互の適切な役割分担と連携を確保する。

4.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

当社は、法令・社内規程に基づき、文書等の保存・管理（文書管理規程）を行い、必要な関係者が閲覧できる体制を整備する。また情報の管理に
ついてはセキュリティに関するガイドライン、個人情報保護法に関する基本方針を定めて応対する。

5.子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制その他当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正
を確保するための体制

（1）当社グループにおけるリスク管理、コンプライアンス管理及び内部監査については互いに緊密な連携をとり進め、当社業務運営の基本方針に
準じて業務執行を行う。また子会社の経営に関しては、その自主性を尊重しつつ、経営会議等において事業内容の定期的な報告を受け、重要案
件についての事前協議を行う。

（2）当社グループは、業務の有効性と効率性、財務報告の信頼性の確保及び関連法規の遵守については、内部統制の充実を図るととも

に、より有効に機能するため、評価、維持及び改善等を行う。

6.監査役がその職務を補佐すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制ならびにその使用人の取締役からの独

立性及びその使用人に対する監査役の指示の実効性に関する事項

取締役会は、監査役の求めにより必要に応じて監査役の業務補助を行う使用人を置くこととし、その人事については、取締役と監査役が協

議を行う。

監査役から監査業務に必要な指示を受けた使用人は、その指示に関する限りにおいては、取締役の指揮命令を受けないもとする。

7.当社の取締役及び使用人、並びに子会社の取締役、監査役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体
制

当社グループの取締役、監査役及び使用人は、会社経営及び事業運営上の重要事項（コンプライアンス、リスクに関する事項を含む）ならびに業
務執行の状況及び結果を監査役に報告する。

また、当社グループ取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見した場合は、直ちに当社監査役会に報告する。

なお、当社グループ監査役及び監査役会への報告は、誠実に漏れなく行うこととし、定期的な報告に加えて必要に応じその都度遅延無く行う。

当社グループは、監査役への報告を行った当社グループの取締役及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利益な取り扱いを行うこ
とを禁止し、その旨を当社グループの取締役及び使用人に周知徹底する。

8.監査役の職務の執行について生じる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

当社は、監査役がその職務の執行について生じる費用の前払いまたは償還等の請求をしたときは、当該監査役の職務の執行に必要でないと認
められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。

9.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査役は、代表取締役・内部監査室及び会計監査人と定期的な情報交換をする場を設けるほか、取締役会に出席し積極的に発言する。監査役
は、重要な意思決定及び業務の執行状況を把握するため、社内や子会社の重要な会議へ参加し、必要に応じて取締役または使用人に説明を求
めることとする。

　取締役または取締役会は、監査役が必要と認めた重要な取引先の調査への協力、監査役の職務遂行上、監査役が必要と認めた場合、弁護士
及び公認会計士等の外部専門家との連携を図れる環境の体制を整備する。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況



基本的な考え方は、当社グループは、健全な会社経営のため、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切関わりを持

たず、これら反社会的勢力に対しては、警察等の外部専門機関と緊密に連携し、全社を挙げて毅然とした態度で対応することです。

整備状況は、

1.　総務部を中心にグループ会社において不当要求責任者を設置しております。

2.　グループ会社において、警察署・警視庁管内特殊暴力防止対策連合会・地区特殊暴力対策協議会と緊密に反社会的勢力について相談

できる体制を組んでおります。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

当社の会社情報の適時開示に係る社内体制は、下記のとおりです。

適正開示に係る基本方針

1. 株主及び各ステークスホルダーに対する責務として、経営方針、経営状況、事業活動等の企業としての活動状況を適切に適時開示しま

す。

2. 情報開示の基本方針は、当社及び子会社に適用されます。

3. 法令、東京証券取引所規則を遵守し、適切に適時開示します。

4. 開示情報の公表については、情報の適時性、適法性、正確性に留意し、速やかに東京証券取引所の適時開示情報システム（TDnet）に

て公開し、開示資料が公衆の縦覧に供された後、当社ホームページ上で閲覧できる体制をとります。

適時開示体制

1. 重要情報は、当社及び子会社の重要情報も含めて、広報ＩＲ部が関係部署、関係会社との会議、報告会等を通じて、適時開示の要否を判

断し、経営会議、取締役会と連携して、実施します。

2. 内部監査室は上記1において、監査役は取締役、取締役会において、それぞれモニタリングを実施し、情報開示の要否について確認をし

て意見 しています。

3. 開示対象情報

(1)決定事実に係る情報（子会社に係る情報を含む）

　　重要事項の決定は、代表取締役及び取締役、経営戦略決定に必要な部門長が出席する経営会議で審議され、取締役会の承認を得て

迅速に情報開示を行います。

(2)発生事実に係る情報（子会社に係る情報を含む）

　　突発的に発生した重要事項については、速やかに当社各部門・子会社（各事業会社）から広報ＩＲ部、経営会議に情報が集約され、取締

役に報告がなされます。臨時取締役会の承認の後、開示が必要な場合は迅速に情報開示を行います。

(3)決算に係る情報

　　決算に係る情報については、主管部署である経理部門が決算数値を作成し、監査法人による監査、更には税理士・弁護士等のアドバイ

スを受け、取締役会の承認を得て情報開示を行います。

ディスクロージャーポリシー

1. 基本方針

当社は、株主、投資家の皆様に対し、透明性、公平性、継続性を基本に迅速な情報提供に努めます。金融商品取引法および東京証券取引

所の定める適時開示規則を遵守した情報の開示を行なうとともに、当社をご理解いただくために有効と思われる情報につきましても、積極的

かつ公平に開示する方針です。

2. 情報の開示方法

東京証券取引所の定める適時開示規則において適時開示の対象とされている重要情報の開示は、同取引所への事前説明後、同取引所

の提供する適時開示情報開示システム (TDnet)にて公開しています。さらに、TDnetにて公開後、すみやかに報道機関に同一情報を提供す

るとともに、当サイト上にも遅滞なく同一資料を掲載いたします。また、当社は当サイトが株主、投資家の皆様に対する重要な情報発信ツー

ルのひとつと考えており、株主、投資家の皆様のご理解に供すると判断した情報は積極的かつ公平に開示してまいります。

3. 業績予想および将来の予測に関する事項

当サイトに掲載されている業績の見通し等将来に関する情報は、現在入手可能な情報に基づいて当社経営陣が合理的と判断したもので

す。実際の業績等は、市場動向、経済情勢など様々な要因の変化により大きく異なる可能性がありますことをご承知おきください。

4. その他

当社では、決算情報の漏洩を防ぎ、公平性を確保するため、原則として決算期日の１週間前から決算発表日までの期間中は、決算に関連

する質問への回答やコメントは差し控えさせていただきます。ただし、この期間中に業績予想が大きく変動する見込みが出てきた場合には、

適時開示規則に従い適宜公表いたします。

また当サイトへの情報掲載は、当社に対するご理解を深めていただくことを目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。投資

に関するご決定は、利用者ご自身のご判断において行なわれるようお願いいたします。




